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七
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の
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定
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り
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、
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田
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、
山
形
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福
島
県
知
事
、
栃
木
県
知
事
、

埼
玉
県
知
事
、
東
京
都
知
事
、
新
潟
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条
の
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第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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成
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五
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事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2729号�

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
マ
ル
ト
ク

涌
井

徳
太
郎

北
海
道
厚
岸
郡
厚
岸
町
字
港
町

一
〇
〇
の
一

平
成

��

･


･

�

中
和
エ
フ
・
エ
ル
株
式

会
社

杉
澤

達
史

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
四
条

西
九
丁
目
一
〇
〇
八

��･

�･

�

エ
ネ
ク
ス
オ
ー
ト
東
北

株
式
会
社

川
村

大
彦

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町

三
の
三
の
一
六

��･

�･

�

若
松
フ
ュ
エ
ル
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社

若
松

寿
樹

秋
田
県
大
館
市
比
内
町
笹
館
字

下
細
越
一
の
五

��･

�･

��

進
藤

桂

山
形
県
酒
田
市
大
字
広
野
字
中

通
六
六
の
一

��･

��･

�

磐
栄
通
商
株
式
会
社

田
村

功

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊

字
山
ノ
神
四
六
の
六

��･

�･

�

�
�
�
�



� �

青
森
県
告
示
第
十
七
号

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
北
海
道
知
事
、
岩
手
県
知
事
、
秋
田
県
知
事
、
山
形
県
知
事
、
茨
城
県
知
事
、
群
馬
県
知
事
、

埼
玉
県
知
事
、
千
葉
県
知
事
、
東
京
都
知
事
、
新
潟
県
知
事
、
福
井
県
知
事
、
山
梨
県
知
事
、
長
野

県
知
事
、
静
岡
県
知
事
、
愛
知
県
知
事
、
三
重
県
知
事
、
京
都
府
知
事
、
大
阪
府
知
事
、
兵
庫
県
知

事
、
奈
良
県
知
事
、
岡
山
県
知
事
、
徳
島
県
知
事
、
福
岡
県
知
事
、
佐
賀
県
知
事
、
長
崎
県
知
事
、

宮
崎
県
知
事
、
鹿
児
島
県
知
事
及
び
沖
縄
県
知
事
か
ら
次
の
者
に
つ
き
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業

者
の
指
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三

十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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五
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〇
六

��･

�･

��

上
木
石
油
株
式
会
社

上
木

弥

福
井
県
越
前
市
押
田
二
の
一
〇

の
七

��･

�･

��

田
辺

利
政

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
下
小
田
原

五
六
二
の
一

��･

	･

��

山
本

博
政

山
梨
県
南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士

二
七
〇
〇
の
二

〃

株
式
会
社
ミ
ツ
ミ

柏
原

靖

長
野
県
長
野
市
大
字
栗
田
九
五

〇
の
一
〇

��･

�･

��

株
式
会
社
野
川
商
店

野
川

修
身

静
岡
県
御
前
崎
市
合
戸
九
一
六

��･

�･

�

野
村
石
油
株
式
会
社

野
村

幸
雄

愛
知
県
一
宮
市
佐
千
原
郷
前
三

二

��･

��･

��

衣
浦
興
産
株
式
会
社

渡
辺

裕
雄

愛
知
県
知
多
郡
武
豊
町
東
大
高

北
浜
田
三
〇
の
一

��･

��･

��

西
田

稔

三
重
県
伊
賀
市
上
阿
波
一
〇
六

��･

��･

��

株
式
会
社
大
受
石
油

安
藤

治

京
都
府
京
都
市
南
区
大
宮
通
八

条
下
る
東
寺
東
門
前
町
六
六

��･

�･

��

株
式
会
社
ア
ポ
ロ
オ
ー

ト
サ
ー
ビ
ス

吉
田

芳
春

大
阪
府
大
阪
市
鶴
見
区
今
津
北

二
の
八
の
一
二

��･

�･

��

春
日
石
油
株
式
会
社

井
上

尚
典

大
阪
府
交
野
市
私
市
二
の
四
四

の
一

��･

�･

��

十
三
燃
料
株
式
会
社

小
畑

博
資

大
阪
府
大
阪
市
東
成
区
中
道
四

丁
目
一
二
の
二
一

��･

�･

��

株
式
会
社
鈴
商

鈴
木

政
司

大
阪
府
大
阪
市
港
区
波
除
六
の

五
の
五

��･

��･

��

セ
イ
ビ
興
産
株
式
会
社

西
尾

公
巨

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
谷
町
五

丁
目
三
の
八

��･

�･

��

第
一
石
油
株
式
会
社

芝
田

タ
ル
コ

大
阪
府
大
阪
市
淀
川
区
三
津
屋

中
二
丁
目
一
五
の
一
七

��･

�･

��

坪
内
株
式
会
社

坪
内

和
夫

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
新
町

一
丁
目
四
の
一

��･

�･

��

モ
リ
タ
石
油
産
業
株
式

会
社

森
田

恵
司

大
阪
府
四
條
畷
市
雁
屋
西
町
四

の
三

��･

�･

��

株
式
会
社
コ
ン
ド
ウ

近
藤

頼
活

大
阪
府
寝
屋
川
市
春
日
町
二
二

の
一
二

��･

��･

��

� �



� �

青
森
県
告
示
第
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年１月15日 月曜日 第2729号 �

五
島
海
運
株
式
会
社

大
野

正
剛

兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
住
吉
宮

町
三
丁
目
七
の
二
六

��

･

�･

��

中
村
鉱
油
株
式
会
社

中
村

農

兵
庫
県
宍
粟
市
一
宮
町
伊
和
六

〇
六

��･

�･

��

有
限
会
社
藤
原
石
油

藤
原

善
也

兵
庫
県
朝
来
市
和
田
山
町
東
谷

三
八
八

��･

��･

�

田
中

保
夫

兵
庫
県
丹
波
市
氷
上
町
市
辺
八

三
五
の
一

��･

�･

�

吉
田
石
油
株
式
会
社

吉
田

昌
美

兵
庫
県
淡
路
市
岩
屋
一
四
一
四

��･

��･

�

世
良
田
石
油
株
式
会
社

世
良
田

孝
典

兵
庫
県
神
戸
市
西
区
押
部
谷
町

西
盛
五
六
六
の
一
八
八

��･

��･

��

株
式
会
社
ヤ
マ
モ
ト

山
本

雅
昭

奈
良
県
橿
原
市
五
井
町
二
二
〇

の
一

��･

	･

�

嘉
数

末
男

岡
山
県
備
前
市
大
内
一
一
四
の

二

��･

�･

��

小
郷
産
業
株
式
会
社

小
郷

章

岡
山
県
倉
敷
市
児
島
田
の
口
七

の
三
の
五
一

��･

�･

��

株
式
会
社
国
安
商
店

国
安

一
輝

岡
山
県
倉
敷
市
児
島
小
川
三
の

四
の
七

〃

野
村

弘
俊

岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
爪
崎
三
四

五
の
一

��･

�･

��

株
式
会
社
タ
ル
ミ

垂
水

文
義

徳
島
県
三
好
郡
東
み
よ
し
町
加

茂
二
六
五
七
の
一

��･

�･

�

株
式
会
社
邑
本
興
産

邑
本

順
子

福
岡
県
北
九
州
市
門
司
区
西
海

岸
一
丁
目
四
の
二
〇

��･
�･
��

有
限
会
社
南
川
石
油

南
川

憲
一

佐
賀
県
佐
賀
郡
久
保
田
町
大
字

久
富
四
六
七
の
五

��･

�･

��

有
限
会
社
谷
山
油
糧

谷
山

正
行

長
崎
県
東
彼
杵
郡
川
棚
町
栄
町

三
の
二

��･

�･

��

有
限
会
社
藤
田
石
油

藤
田

芳
信

長
崎
県
平
戸
市
紐
差
町
一
四
〇

〇
の
八

��･

�･

��

株
式
会
社
石
崎
商
店

石
崎

弘
晴

宮
崎
県
児
湯
郡
高
鍋
町
大
字
北

高
鍋
八
一
五

��･

�･

��

田
中

ミ
ノ
ル

鹿
児
島
県
曽
於
郡
大
崎
町
仮
宿

一
七
八
七
の
一

��･

�･

��

コ
ザ
昭
石
有
限
会
社

宮
城

清
栄

沖
縄
県
沖
縄
市
越
来
三
丁
目
八

の
一
六

��･

�･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ
イ

サ
ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金

木
町
朝
日
山
九

二
の
五

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
ケ
イ

サ
ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金

木
町
朝
日
山
九

二
の
五

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
正
木

産
業

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
三


東

町
九
三
の
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
み
ん
ま
や

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
三


桃

ヶ
丘
二
〇
九
の

一

��

･

��･

�	

社
会
福
祉
法
人

御
幸
会

黒
石
市
大
字
内

町
二
一
の
三

訪
問
介
護

あ
さ
が
お
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

黒
石
市
緑
町
四

丁
目
一
八
〇
の

二

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

報
徳
会

黒
石
市
大
字
赤

坂
字
池
田
一
三

六

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

黒
石
ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー

黒
石
市
大
字
赤

坂
字
池
田
一
三

六

��

･

��･

�

〃

〃

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

養
護
老
人
ホ
ー

ム
景
楓
荘

黒
石
市
末
広
五

三
の
一

��

･

��･

�

社
団
法
人
地
域

医
療
振
興
協
会

東
京
都
千
代
田

区
平
河
町
二
丁

目
六
の
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

東
通
村
介
護
老

人
保
健
施
設
の

は
な
し
ょ
う
ぶ

下
北
郡
東
通
村

大
字
砂
子
又
字

里
一
七
の
二

��

･

��･

�

有
限
会
社
ｉ
あ

い

西
津
軽
郡
鰺
ケ

沢
町
大
字
赤
石

町
字
宇
名
原
二

六
三

通
所
介
護

あ
い
接
骨
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

西
津
軽
郡
鰺
ケ

沢
町
大
字
舞
戸

町
字
下
富
田
五

三
の
一

��

･

�･

�
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青
森
県
告
示
第
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2729号


有
限
会
社
ア
シ

ス
ト

弘
前
市
大
字
城

東
四
丁
目
一
六

の
三

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ア
シ

ス
ト

弘
前
市
大
字
川

先
三
丁
目
四
の

五

��

･

��･

�

有
限
会
社
ル
ー

ツ

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
今
泉
字

神
山
一
四
一

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
や
ま

な
み

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
今
泉
字

神
山
一
四
四
の

一

��

･

��･

�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
青

森
社
会
福
祉
振
興

団

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

み
ち
の
く
荘
柳
町

介
護
相
談
セ
ン
タ

ー

む
つ
市
柳
町
二
丁

目
三
の
六

平
成

��

･

��･

�

有
限
会
社
サ
ン
ラ

イ
ズ

八
戸
市
沼
館
二
丁

目
三
三
の
五

八
戸
介
護
相
談
セ

ン
タ
ー

八
戸
市
沼
館
二
丁

目
三
三
の
五

��･
�･

��

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ
イ
サ

ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
九
二
の

五

株
式
会
社
ケ
イ
サ

ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
九
二
の

五

平
成

��･

��･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ
イ

サ
ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金

木
町
朝
日
山
九

二
の
五

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
ケ
イ

サ
ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金

木
町
朝
日
山
九

二
の
五

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
幸
友

会

西
津
軽
郡
鰺
ケ

沢
町
大
字
舞
戸

町
字
三
ツ
沢
五

〇
の
六

介
護
予
防

訪
問
看
護

あ
じ
が
さ
わ
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
し
あ
わ

せ

西
津
軽
郡
鰺
ケ

沢
町
大
字
舞
戸

町
字
三
ツ
沢
五

〇
の
六

��

･

�･

�

株
式
会
社
正
木

産
業

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
三
�
東

町
九
三
の
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
み
ん
ま
や

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
三
�
桃

ヶ
丘
二
〇
九
の

一

��

･

��･

�	

財
団
法
人
シ
ル

バ
ー
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
協

会

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
八
太
郎

山
一
〇
の
四
四

四

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ケ
ア

ポ
ー
ト
み
さ
わ

三
沢
市
大
字
三

沢
字
園
沢
二
一

九
の
一
〇
四

��

･


･

�


社
会
福
祉
法
人

愛
の
園

上
北
郡
野
辺
地

町
字
前
田
二
三

の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

愛
の
園
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ひ
か
り

上
北
郡
野
辺
地

町
字
前
田
二
三

の
一

��

･

�･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
二
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年１月15日 月曜日 第2729号 �

社
会
福
祉
法
人

御
幸
会

黒
石
市
大
字
内

町
二
一
の
三

〃

あ
さ
が
お
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

黒
石
市
緑
町
四

丁
目
一
八
〇
の

二

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法
人

光
仁
会

む
つ
市
大
字
奥

内
字
竹
立
九

介
護
予
防

通
所
介
護

恵
光
園
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

む
つ
市
大
字
奥

内
字
竹
内
一
一

の
三

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
恵
光
園

む
つ
市
大
字
奥

内
字
竹
立
九

〃

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

報
徳
会

黒
石
市
大
字
赤

坂
字
池
田
一
三

六

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

黒
石
ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー

黒
石
市
大
字
赤

坂
字
池
田
一
三

六

��

･

��･

�

〃

〃

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

養
護
老
人
ホ
ー

ム
景
楓
荘

黒
石
市
末
広
五

三
の
一

��

･

��･

�

社
団
法
人
地
域

医
療
振
興
協
会

東
京
都
千
代
田

区
平
河
町
二
丁

目
六
の
三

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

東
通
村
介
護
老

人
保
健
施
設
の

は
な
し
ょ
う
ぶ

下
北
郡
東
通
村

大
字
砂
子
又
字

里
一
七
の
二

��

･

��･

��

有
限
会
社
ア
シ

ス
ト

弘
前
市
大
字
城

東
四
丁
目
一
六

の
三

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ア
シ

ス
ト

弘
前
市
大
字
川

先
三
丁
目
四
の

五

��

･

��･

�

有
限
会
社
ル
ー

ツ

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
今
泉
字

神
山
一
四
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
や
ま

な
み

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
今
泉
字

神
山
一
四
四
の

一

��
･

��･

��

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

介
護
予
防
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
幸

友
会

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
田
茂
木
字
若

宮
一
九
三
三

中
泊
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

七
〇
の
一

平
成

��･

��･

�

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ
イ
サ

ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
九
二
の

五

株
式
会
社
ケ
イ
サ

ー
ビ
ス

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
九
二
の

五

平
成

��･

��･

��

� �



� �

青
森
県
告
示
第
二
十
五
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
二
月
六
日
及
び
七
日
収
去
さ
せ
た

飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2729号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
市
東
造
道

二
丁
目
四
の
一

六
コ
ン
フ
ォ
ー

ト
東
造
道
一
〇

二
号

変
更
後

株
式
会
社

ハ
ー
ト
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス

青
森
市
東
造
道

二
丁
目
四
の
三

グ
リ
ー
ン
ハ
イ

ツ
一
〇
二
号

居
宅
介
護

株
式
会
社

ハ
ー
ト
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス

青
森
市
東
造
道

二
丁
目
四
の
三

グ
リ
ー
ン
ハ
イ

ツ
一
〇
二
号

平
成

��･

��･

�

変
更
前

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
藤

ヨ
ゼ
フ
ハ

ウ
ス

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
藤
聖

母
園

青
森
市
奥
野
三

丁
目
七
の
一

共
同
生
活

援
助

藤
ヨ
ゼ
フ

ハ
ウ
ス

青
森
市
奥
野
三

丁
目
八
の
一
三

��･

�･

�

� �

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
7

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房

18.11
18.3

5.9
4.27

0.63
2.9

13.1
―

―
―

―
2,800

11.7
―

く
み
あ
い
配
合
飼
料

Ｉ
Ｐ
チ
キ
ン
仕
上

18.11
19.0

6.8
0.96

0.68
2.0

5.2
―

―
―

―
3,200

12.5
―

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
Ｂ

18.12
16.8

4.3
0.68

0.52
2.9

4.2
―

―
―

78.0
―

14.0
―

日
本
配
合
飼
料
株
式
会

社
塩
釜
工
場

宮
城
県
塩
釜
市
港
町
一

丁
目
8

株
式
会
社
イ
チ

ノ
ウ
八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
谷
地
11

の
3

日
配
肉
用
牛
肥
育
用
配
合
飼
料

ス
ー
パ
ー
黒
べ
こ
後
期

18.12
12.0

2.7
0.71

0.46
4.1

3.1
―

―
―

―
―

14.0
―

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡



� �

青
森
県
告
示
第
二
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

青
森
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
中

を

蟹
田
支
店

師
宮
本

｣
｢

青
森
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
中

に
改
め
、

外
ヶ
浜
支
店

師
宮
本

｣
｢

青
森
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
今

を
削
る
。

平
舘
支
店

津
尻
高

｣

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
の
名
称
及
び
数
量

Ｃ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
管
理
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
自
治
体
病
院
共
済
会

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
の
二
七

六

契
約
金
額

一
億
七
千
五
百
八
十
七
万
五
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

一
般
競
争
入
札
に
付
し
た
と
こ
ろ
落
札
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に
付
し
て
も
落
札
者
が
な
い

た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第

八
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
八
年
十
月
二
十
日

地
域
森
林
計
画
の
公
表

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
軽
森
林

計
画
区
に
係
る
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
た
て
た
の
で
、
同
法
第
六

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
中
南
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部
及
び
西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

地
域
森
林
計
画
変
更
の
公
表

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
青
森
林

青 森 県 報平成19年１月15日 月曜日 第2729号 �� �
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計
画
区
に
係
る
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第

六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
後
の
地
域
森
林
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
東
地
方
農
林
水
産

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

地
域
森
林
計
画
変
更
の
公
表

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
八
上
北

森
林
計
画
区
に
係
る
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同

法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
後
の
地
域
森
林
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
三
八
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産
部
及
び
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

地
域
森
林
計
画
変
更
の
公
表

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
北
森
林

計
画
区
に
係
る
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第

六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
後
の
地
域
森
林
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局

地
域
農
林
水
産
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
者

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
司
建
装

二

代
表
者
の
氏
名

吉
田

修
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
青
山
一
丁
目
一
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
一
五
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

八
木
橋
装
建

二

氏
名

八
木
橋

俊
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
高
杉
字
長
谷
野
七
七
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
二
〇
〇
二
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

青 森 県 報������	�
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� �

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
一
月
十
四
日
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
、
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十

六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青 森 県 報平成19年１月15日 月曜日 第2729号 ��

公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影

青
森
県
立
青
森
第
一

高
等
養
護
学
校
長
印

青
森
県
立
青
森
第
一

高
等
養
護
学
校
長
印

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


